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時

論

米

国

の

排

日

問

題

末

廣

重

雄

↓

今
夏

私
が
米
国

に
旅
行

し
た
目
的

の

　
は

、
日
米

間

の
懸
案

で
あ

る
排

日
問
題

の
研
究

で
あ

っ
て
、
多
少
調
査

し
た
所

が
め

る
か
ら

、
日
本

人
(
以
下
多

く
は
日
本
移

畏

を
指
す

)
入
園
問
題

ご
、
加
州
を

始
め
、
米

国

の
諸
州

に

居

住
す

る
日
本

人
の
待
遇
問

題

ε
に

つ
き
て

、
少
し

く
陳
述

し
て
見

立

い
。

うに

今

を
踊

る
約
十
五
年
前

に
、
日
米
間

に
紳
士
協
約

成

り
、
之

に
依

っ
て
、
我

が
政
府

が
、
米

国
行
旅
券

の
獲
給

を
取
締

り
、
勢
働
}者

は
、
再
渡

航
㎝着
、
米
国
在
住
者

の
呼
・寄
せ

る
笠
ハの
父

様
妻
子
、
及

び
組
合
農
夫
以

外

の
者

を

米

國
本

土

へ
渡
航

せ
し
め
な

い
こ
ε
は

、
周
知

の
事
實

で

あ
る
。

・

之
に
關
し
て
多
少
疑
問
が
あ
ろ
,
そ
れ
に
【
九
〇
八
年
の
米
国
移
民
総
監
の
報
告
で
あ
っ
て
、
同
報
告
に
依
れ
ば
、

時

論

米
国
の
排
日μ問
題

第
十
一二巻

(研夘4ーハ
號

九
一二
)

八
七
五

,
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ぜ
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之
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文
字

航
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に
解

ず

れ
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、
畢

竟
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渡
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味
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ヨ
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ミ
重
傑

ず

る
か

ら

・

從
來
上
述
の
如
く
、
在
米
日
本
人
茄
其
の
父
母
妻
子
だ
呼
寄
ぜ
ろ
こ
ε
㌦
解
繹
し
來

っ
六
。

此
の
事
は
米
国
加
州
監
督
局
報
告

の

指
摘

す
る
所
で

あ
ろ
。

紳
士
協
約
締
結
後
、
我
が
政
府
は
之
を
誠
實

に
履
行
し
來

っ
陀
。
然

る
ご
こ
ろ
、
米
国
の
排
日
涙
は
、
我
が
政

府
が
協
約
に
違
背
し
之
を
馬
荷
せ
な

い
ε
爾
し
て
、
激

し
い
非
難
の
聾
を
揚
げ
る
諮
り
で
な
く
、
更
に

一
歩
を
進

め
て
.
米
國
政
府
が
、
協
約

に
傲
り
如
何
な

る
移
艮
を
入
園
せ
し
む

べ
き
か
の
決
定
権
を
我
が
政
府
に
與

へ
た
る

こ
ε
が
、
根
本

の
誤
で
あ
る
ε
考

へ
、
協
約
を
靡
棄
し
、
米
国

々
法
を
以
て
日
本
人

の
入
園
を
禁
止
せ
ね
ば
な
ら

鳳
ε
主
張
す

る
の
で
あ
る
。
此
の
麗
に
慮
じ
て
、
米
国
政
府
は
、
先
年
我
が
政
府
に
謝
し
呼
寄
せ
の
子
の
中
よ
り

養
子
を
除
か
ん
こ
蓬
を
要
求
し
た
か
ら
、
我
が
政
府
は
之
を
快
諾
し
た
が
、
更
に
最
近
所
謂
寓
眞
花
嫁
の
渡
米
禁

止
を
慫
慂
し
来

っ
た
。

抑
も
排
日
涙
は
、
爲
眞
結
婚
は
日
本
人
間

に
限
る
が
如
一
に
云
ひ
、
斯
か
な
結
婚
を
行

ふ
臥
本
人
の
道
徳

の
低

級
で
め
る
こ
ε
を
悪
罵
す

る
け
れ
こ
も
、
此
の
結
婚
ぽ

露
西
亜
、
伊
太
利
、

パ
ル
カ
ソ
宇
品
諸
国
よ
り
來
る
移
員

の
間

に
於
て
も
廣
く
行
は
れ
る
か
ら
、
若
し
之
を
善
夏
な

る
風
俗
に
反
す

る
も
の
こ
す
る
な
ら
ば
、
濁
り
日
本
八

.



■

に
射
し
て
の
み
な
ら
す
、
隊
温
移
民
に
射
し
て
も
香
誑
せ
れ
ば
な
ら
県
警
で
あ
る
。
然
る
に
排
日
泥
が
、
a
本
人

の
爲
眞
ハ結
婚

の
み
を
問
題

ξ
す

る
の
は
何
故
で
あ
る
か
'
惟
ふ
に
、
暴
れ
は
空
く
道
徳
的
見
地

よ
り
反
封
ず
る
の

で
は
な
く
し
て
'
箪

に
日
本
人
の
鯉
加
に
反
樹
せ
ん
か
矯

め
に
作
り
出
し
だ
口
實
に
過
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
ら
う
。

、然
し
、
我
が
政
府
は
日
米
親
善
の
斜
め
米
國
政
府
の
求
む
る
が
儘

に
、
昨
年
三
月
以
来
寓
眞
花
嫁
の
渡
米
を
禁
止

す
る
こ
ε
に
な

つ
π
か
ら
、
今
日
新
に
渡
米
し
得
る
者
は
、
呼
寄
せ
の
父
母
・し
、
爲
墨
花
嫁
を
除
く
妻
ε
、
實
子

こ
が
あ
.る
の
み
で
あ
る
。
而

か
も
、
父
母
ご
實
子
ご
は
、
今
日
實
際
極
め
て
少
敏
で
あ
る
か
ら
、
獲

る
ε
こ
ろ
は

妻
、
重
に
在
米
日
本
入
が
蹄
固

し
て
結
婚

の
上
同
行
す

る
妻
あ
る
の
み
で
あ
る
。

然

る
所
、
最
近
米
国
に
於
て
、
此
種
の
妻
も
夫
を
助
け
て
勢
倒
し
、
勢
働
者

の
渡
米
を
禁
止
す

る
紳
士
協
約
を

無
意
義

に
す

る
か
ら
、
其

の
渡
米
を
禁
止
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
ε
論
ず

る
者
が
あ
る
。
妻
が
渡
米
後
夫
を
助
け
て
労
働

す
る
こ
ご
は
、
勢
働
者
の
渡
米
禁
止
の
例
外

ご
し
て
、
妻

の
呼
寄
せ
を
認
む

る
紳
士
協
約

の
豫
見
す
る
所
で
、
今

更
之
に
反
罰
す
る
は
理
由

の
な

い
こ
ε
で
あ
る
。
呪

ん
や
加
州
丈

に
て
も
.
成
年
以
上
の
男
手
に
し
て
凋
身

の
巻

は
三
萬
人
に
上
b
、
之
に
射
し
て
、
結
婚
年
齢
に
達
す
る
米
国
生
れ
の
日
本
女
子
は
敷
百
に
過
ぎ
ぬ
か
ら
、
此
等

の
男
子
が
配
偶
者
を
求
め
る
に
は
、
是
非
こ
も
之
を
内
地

に
於
て
ぜ
ね
ば
な
ら
諏
。
斯
か
る
事
情
の
下
に
於

て
、

妻
の
呼
寄
せ
を
禁
ず

る
は
實
に
入
道
問
題
で
あ
る
。

昨
年
末

モ
ー
リ
ス
、
幣
原
二
大
値
間

に
、
移
民
問
題
に
關
し
て
交
渉

の
あ

っ
た
際
、
米
国
政
府
は
紳
士
協
約
を

時

論

米
国
の
排
日
問
題

第
十
三
巻

(第
六
號

九
五
)

入
七
七

「



時

論

米
国
の
排
日
問
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第
†
三
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六
號

九
六
}

八
七
八

改
正
し
て
、
日
本
人
勢
働
看
の
渡
米
を

↓
暦
制
限
せ
ん
こ
ε
を
求
め
た
さ
う
で
あ
る
。
其
の
要
求
中

に
妻
の
呼
寄

せ
禁
止
.が
め
つ
だ
か
否
か
は
詳
に
せ
な

い
が
、
少
く
蓬
も
養
子
及
び
露
量
ハ花
嫁

の
禁
止
を
含
み
、
之
を
協
約
中
に

規
定
す
る
こ
ご
を
求

め
た
さ
う
で
あ
る
が
、
我
が
政
府
は
現
に
之
を
貴
行
し
つ
＼
あ
る
け
れ
ざ
も
、
明
丈
に
す

る

こ
ε
を
拒
み
目
下
交
渉
中
止
ど
な

っ
て
み
る
。
米
國
政
府
は
、
未
だ
米
国
国
法
を
以
て
日
本
人
の
入
園
を
取
締
ら

ん
ε
す
る
所
ま
で
に
は
至
ら

戯
け
れ
こ
も
、
民
論
の
郷

ふ
所
に
從
ひ
、
紳
士
協
約
の
認
む
る
日
本
人
渡
米
禁
止
に

謝
す
る
除
外
例
の
範
園
を
漸
次
狭

め
、
結
局
日
本
人

に
謝
し
て
其

の
門
戸
を
全
く
閉
鎖
せ
ん
ε
欲
す
る
こ
ε
は
、

疑

を
容
る
る
飴
地
が
な
い
。
.

・

ラ三

加
州
を
「
白
色
」
に
せ
ん
ε
す
る
排
日
振

の
運
動
に
劃
し
、
加
州
を
「
緑
色
」
に
せ
ん
・し
す

る

(加
州
の
農
業
獲
逮

の
爲
め
に
は
、
日
本
人
農
業
者
を
必
要
ご
す
る
意
味

で
あ
る
)
反
封
振

の
運
動
、
其
の
功

ゲ
奏
せ
す
、
加
州
土
地

法
改
正
案
が
.
昨
年
十

「
月
二
日
に
行

は
れ
π
加
州
人
民
の

一
般
投
票

に
依

っ
て
可
決
せ
ら
れ
て
法
律
`
な

っ
た

こ
ご
は
、
世
人
の
熟
知
す

る
所
で
あ
る
が
、
新
土
地

法
は
、
如
何
な
る
打
撃
、
影
響
を
日
本
人
に
與

へ
る
で
あ
ち

う

か
。

新
土
地
法
は
、
日
本
人
の
既
得
権

に
は
何
等
影
響

が
な

い
。
従
来
加
州
に
於
て
土
地
を
所
腐
す
る
溢
は
、
引
緩

き
之
を
所
有
し
得
る
許
b
で
な
く
、
既
設
の
日
本
人
關
係
土
地
會
肚
は
、
新
i
地
法
の
下
に
於
て
も
、
土
地
購
入

「

■



は
勿
論
農
業
地

の
賃
借
も
寫
し
得
る
さ
う
で
あ
る
。
然
し
、
日
本
人
は
今
や
蕾
土
地
法
の
下
に
有

っ
て
ゐ
π
土
地

購
入
の
方
法
を
失

っ
た
詐
り
で
な
く
、
農
業
経
管
の
主
た
る
手
段
で
あ
っ
た
農
業
地
賃
借
も
駕
し
得
な
い
こ
ξ
に

な

つ
セ
。
書

呆

入
最

っ
て
重
窓

る
打
撃
で
あ
を

一本
は
ね
ば
な
畠

i

新
土
地
養

施
前
に
、
借
地

契
約
を
更
新
し
π
人
が
少
く
な

い
が
、
.是
等
の
人
力
は
、
今
後
長
く
て
三
年
間
事
業
織
綾

に
差
支
が
な

い
一

。

或
は
、
白
人
地
+エ
は
、
日
本
人
農
業
者
の
技
倆
ε
長
所

ε
を
十
分
に
認
識
す
る
か
ら
、
今
後
所
謂
牧
獲
分
配
契
約

の
方
法
に
依
っ
て
声
日
本
人
を
し
て
引
続
き
農
業
を
経
聾
せ
し
む
る
で
あ
ら
う
ε
、
樂
観
す
る
者
も
あ
る
b
然
し

加
州
政
府
は
既
に
新
土
地
法
を
属
行
ず
る
旨
を
聲
明
し
、
加
州
槍
事
細
長
ウ

エ
ツ
プ
も
牧
獲
分
配
契
約
は
新
土
地

法
違
反
で
あ
る
ε
公
吉
し
た
か
ら
、
白
人
地
主
は
如
何

に
日
本
人
に
土
地
を
耕
作
せ
し
む
る
の
有
利
で
あ
る
か
を

知

っ
て
み
て
も
、
法
律
に
違
反
し
、
重
き
制
裁
を
蒙
る
危
険
を
冒
す
者
は
あ
る
ま
い
。
今
後
白
人
地
主
は
、
日
本

人
を
純
然
把
る
農
業
働
勢
者
ε
し
て
使
用
す
る
か
、
叉
は
生
産
能
率
の
低
き
を
顧
み
す
、
日
本
人
に
代
る

べ
き
借

地
経
管
者
を
求
め
る
に
相
違
な
い
。
此
の
傾
向
は
既
に
加
州

の

↓
部
に
現
は
れ
π
さ
う
で
あ
.る
。

今
後
米
国
生
れ
の
日
本
人
に
し
て
、
成
年
に
達
し
市
民
権
を
確
實
に
行
使
し
得
る
者
は
、
漸
次
増
加
す

る
こ
ε

に
な
る
。
此
等
日
本
人
は
、
新
土
地

法
の
拘
束
を
受
く
る
こ
ご
な
く
、
土
地
を
購
入
し
、
農
業
地

の
賃
借
を
翁
し

得
る
か
ら
、
之

に
依

っ
て
、
日
本
人
ば
活
路
を
開
く
こ
ご
が
出
来
る
ε
云
ふ
者
が
少
一
な

い
。
け
れ
ご
も
、
此
等

日
本
人
の
敷

は
、
現
在

の
所
僅

か
に
敷
百
人
、
十
年
後
に
な

っ
て
も
、
二
千
人
(2
)
に
過
ぎ
漁
I
l
も

つ
ε
も
、

時

論

米
国
の
排
日
問
題

第
†
三
巻

(第
六
號

九
七
)

入
七
九

,
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蒔
》

論

米
国
の
排
日
問
題

第
十
三
巻

(第
六
醗
.

九
八
)

八
八
〇

二
十
年
の
後
に
は
敷
高

に
達
す
る
で
あ
ら
う
団

。
而
か
も
、
此
等
日
本
人
の
父
兄
は
、
今
日
の
所

で
は
蹄
國
せ

ん
ξ
す
る
者
が
少
く
、
多
く
は
来
園
に
永
住
す

る
決
、恥
を
有

っ
て
み
る
れ
こ
も
、
今
後
排
日
涙
に
し
て
執
拗
な
る

運
動
を
縷
繧
す
れ
ば
、
或
は
失
望
の
飲
露
国
す

る
こ
ε
に
な
り
、
之
に
件

ふ
て
此
等
日
本
人
も
赤
米
國
に
永
住
土

着
せ
漁
や
も
測
り
難

い
。
加

ふ
乃
に
、
此
等
日
本
人
の
多
敷
が
將
來
農
業

に
従
事
す
る
こ
ε
は
頗
る
疑
は
し

い
か

ら
、
在
加
州
日
本
人
農
業
の
前
途
は
決
し
て
楽
観
を
許

さ
漁
。

最
近
加
州

に
於
て
、
残
る
日
本
人
が
牧
獲

分
配
契
約

に
翻
し
試
訳
を
提
起
し
た
さ
う
で
あ

る
。
勝
訴
に
な

っ
て
、

牧
獲

分
配
契
約
は
新
土
地
法
違
反
で
な
い
こ
ε
に
な

っ
た
ε
し
て
も
、
今
後
日
本
人
は
、

一
介
の
勢
働
者

`
し
て

農
業
に
従
事
す

る
に
過
ぎ
な

い
こ
ε
に
な
り
、
新
土
地
法
實
施
の
前
後
に
於
け
る
加
州
農
業
上
に
於
け
る
日
本
人

の
地
位
に
、
人
な
る
差
異
を
生
す
る
や
ヶ
に
な
・つ
た
。
借
地
人
に
も
地
主

に
も
な
る
の
望
全
く
繕
え
、
将
来
向
上

す

む
の
道
な
き
加
州
農
業
界
に
於
け

る
圓
本
人
の
地
位
は
、
全
く
行
詰
り
で
あ
る
`
云
は
ね
ば
な
ら

強
。
新

土
地

法
に
依
る
打
撃
・は
、
全
く

一
時
的
の
も
の
に
過
ぎ
な

い
`
い
ふ
魏
察
も
あ
る
け
れ
こ
も
、
是
は
確
か
に
誤

っ
て
み

る
o

ラ個

日
本
人
の
米
國
本
土

へ
の
入
園
は
、
上
述
の
如
く
殆
ん
ざ
禁
止
同
様
で
め
る
が
、
然
ら
ば
之
に
關
す
る
米
国
の

輿
論
は
如
何
う
で
あ
ら
う
。
私
は
先
般
在
米
中
、
比
熱

に
閲
し
米
国
朝
野
有
力
者

の
意
見
を
諮
ふ
が
爲
め
、
多
少



計
書
す
る
所
が
あ

っ
た
が
、

コ
ル
ネ
リ
ゥ

ス
・
ヴ
ア
ソ
ダ
ー
ピ
ル
ト
ど

い
ふ
米
国
人
が
同
様

の
試
み
を
寫
し
、
其

の
結
果
を
公
に
し
た

か
ら
、
米
國
有
力
者
の
野
口
威
情
を
知
る
の

一
材
料
ε
し
て
、
之
を
護
者
諸
君
に
紹
介
す
る
.

ヴ
氏

の
質
問
に
答

へ
た
二
百
入
十
六
名
の
五
割
七
分
は
排
日
賛
成
㍉
三
割
二
分
は
中
立
(
明
白
な
答
を
爲
さ
鳳
者
)

一
割

一
分
は
排
日
反
劃
で
あ
る
が
、
之
を
細
別
す
れ
ば
、

ニ
ュ
ー
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
諸
州
は
、
排
日
賛

成
二
割
七
分
、
中
立
六
割
四
分
、
排
日
反
射
九
分
、

北
部
諸
州
は
、
排
日
賛
成
五
割

一
分
、
中
立
三
割

】
分
、
排
日
反
射

↓
割
八
分
、

南
東
諸
州
は
、
排
日
賛
成
五
割
四
分
、
中
立
三
割
九
分
、
排
日
反
射
七
分

・

.

南
西
諸
州
は
、
排
日
賛
成
八
割
八
分
、
中
立
八
分
、
排
日
反
動
四
分

西
州
諸
州
〔
加
州
を
含
む
)
は
、
排
日
賛
成
七
割
、
中
立

一
割
八
分
、
排
日
反
封

一
割
二
分

布
哇
大
學
教
授
原
田
助
博
士
が
、
昨
年
渡
米
の
際
、
米
國
の
代
表
的
人
士

に
獲
し
北
質
問
に
封
ず
る
大
多
敷
者

の
答

へ
は
、
排
日
感
情
は
加
州
及
ぴ
大
卒
洋
沿
岸
諸
州

に
限
ら
れ
、
地
方
的
の
も
の
に
過
澱
ε
い
ふ
こ
ご
に

一
致

し
た
さ
う
で
あ
る
け
れ
ざ
も
(
原
田
博
士
米
国
加
州
彿
日
問
題
調
査
報
告

に
依
る
)、
上
掲
ヴ
氏

の
報
告

に
依
れ
ば
、

排
日
感
情
は
西
部
に
於
て
強
く
、
東
部
に
赴
く
程
弱

い
け
れ
ご
L
も
、
已
に
米
国

一
般

に
行
渡

っ
て
み
る
。
昨
年
十

一
月
の
選
翠

の
折
、
共
和
憲
も
民
主
蕪
も
、
其
の
政
綱
の

一
箇
係
ビ
し
て
、
亜
細
亜
人
-

圭

こ
し
て
日
本
人
排

斥

を
掲

げ
陀

の
は
、

加
州

の
投
摂

を
自
蕪

に
集

め
ん

ざ
す

る
蕪
略

に
出

つ
る
け

れ
ざ
も

、
亦
之

に
依

っ
て
排
日
威

惜

の
全
米
的

ε
な
り

っ
エ
あ

る
を
見

る

に
足

る
の
で

あ

る
。

時

論

米
国
の
排
日
問
題

第
+
三
巻

(第
六
號

九
九
)

八
八
一

,



.

時

論

米
国
の
排
日
問
題

第
†
三
巻

(第
六
號

一
〇
〇
)

入
八
二

此
の
排
日
戚
情
を

↓
帰
す

る
爲
め
、
日
本
人

の
入
園
禁
止
を
断
行
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
ε
は
、
多
数
者
の

一
致
す

る
所
で
め
る
。
然
し
其
の
方
洪
に
至
っ
て
は
、
或
は
支
那
人
同
様
米
国
国
法
を
以
て
す

べ
し
ε
し
、
或
は
現
在
の

如
く
我
が
政
府
に

一
任
す

べ
し
ε
す
る
者
も
あ

っ
て
、
必
ず
し
も

↓
致
し
な

い
。

五

」

く

日
本
人
の
入
園
禁
止
は
先
づ
米
国
の
輿
論
ε
見
る

べ
き
で
あ
ら
う
が
、
既

に
入
団
居
住
す
る
者

に
黝
し
で
加
ふ

る
迫
害

に
至

っ
て
は
、
決
し
て
米
国
人
大
多
撒
の
賛
同
を
得
る
も
の
で
は
な

い
。
加
州
及
び
其
他

の
諸
州
が
土
地

法
を
以

て
差
別
待
遇
を
駕
す
の
を
、
正
義
公
道

に
反
す
る
も
の
ε
し
、
共
の
救
済
手
段

ε
し
て
、
或

.賦
日
本
人
に

蹄
化
を
許
し
て
米
團
市
民
だ
る
を
得
る
艸
國
人

ε
し
、
外
国
人
を
米
国
市
民
た
る
を
得

る
者
ピ
然
ら
ざ

る
者
ε
に

嘔
別
し
て
、
其
間

に
差
別
待
遇
を
爲
す
土
地
法
の
適
用
を
免
れ
し
め
ん
ご
主
張
す
る
者
が
少
く
な

い
。
或
は
叉
日

本
人
に
土
地
所
有
、
借
地
等
の
権
利
を
保
障
す
る
條
約
を
日
米
間

に
締
結
す

べ
し
ε
説
く
者
が
な
い
で
も
な
い
け

れ
こ
も
、
現
在
の
所

で
は
、
是
は
所
謂
出
水
な

い
相
談
で
あ
右
。
加
州
始
め
西
南
部
の
諸
州
が
、
或
は
既
存
の
土

地
法
を
改
正
し
て
之
を

一
層
峻
厳
の
も
の
書
し
、
或
は
新
に
土
地
法
を
制
定
し
た
詐
り
で
め
る
の
に
、
忽
ち
其
の

努
力
を
無
紋
な
ら
し
む

べ
く
、
米
国
蹄
化
法
を
改
正
し
、
叉
は
條
約
を
締
結
せ
ん
ε
す
る
な
ら
ば
、
此
等
諸
州
選

出
議
員
の
猛
烈
な
る
反
射
運
動
を
招

い
て
、
到
底
米
國
議
會
の
同
意
を
得
る
見
込
が
な

い
。
今
日
排
日
の
室
氣
の

甚
だ
濃
厚
で
め
る
時

に
、
斯
か
る
事
を
爲
さ
ん
ε
し
て
も
、
全
く
徒
労
に
蹄
す
る
か
ら
、
暫
ら
く
時
笛

の
到
來
す

る
を
待
た
ね
ば
な
ら

源
。

、



私
は
翠

ユ
ジ
ッ
ク
博
士
等
の
努
力
あ
る
に
も
拘
は
ら
す
、
紳
士
協
約
を
塵
棄
し
、
匠
本
人
が
入
國
に
關
し
て
欧

州
移
民

ε
平
等
な
る
待
遇
を
受
け
る
こ
{
は
、
到
底
近
き
將
來
に
あ
り
得
な
い
ご
諦
の
て
る
る

(
然
る
に
私
が
此

の
問
題

に
執
着
し
、
嚢

に
は
ヴ

ェ
ル
サ
イ
ユ
會
議
v
今
は
華
府
會
議
の
議

に
上
す

べ
し
ご
主
張
す

る
の
は
、
實
は

色
々
附
随
の
目
的

が
あ
る
か
ら
で
あ
る
)
。
然
し
既
に
入
國
居
住
す
る
者
の
待
遇
に
至

っ
て
は
、

「
日
も
早
く
通
常

な
る
方
法
を
講
じ
て
其
の
改
善
を
圖
り
柁
い
。
之
が
爲
め
に
は
、
米
国
蹄
化
法
の
改
正
可
な
り
、
上
述
の
條
約
締

結
亦
可
な
り
で
あ
る
が
、
孰
れ
に
.し
て
も
、
先
づ
米
国
に
於
け
る
排
日
の
室
氣
を

一
掃
す

る
が
肝
腎
で
み
る
。

,

,

'

ラ供

米
国
人
の
排
日
戚
情
を

【
愛
す
る
に
は
、
排
日
…到
抗

の
宣
徳
が
急
務
で
あ

っ
て
、
此
事
は
私
が
十
年
來
説
き
來

つ
た
所
で
あ
る
が
、
今
回
渡
米
す
右
に
及
び
、
益

々
痛
切
に
其
の
必
要
を
威
す
る
や
う
に
な

つ
だ
。

在
米
中
タ
ノ
ト
氏
に
倉
見
し
た
時
、
氏
は
日
本
人
が
米
国
を
理
解
す
る
程
氷
国
人
は
日
本
を
理
解
せ
阻
ご
云
っ

π
が
、
眞
實
其
通
り
で
、
米
国
人
の
大
多
数
者
は
全
く
我
国
に
關
す
る
知
識
を
有

っ
て
み
な

い
.
其
の
有
識
者
す

ら
日
本
及
び
日
本
人
を
充
分
に
理
解
せ
の
か
ら
、
フ
ィ
ー
ラ
ソ
等

の
眞
偏
相
年
す

る
排
日
宣
傳
も
、
大
に
米
国
人

を
し
て
傾
聴
せ
し
め
る
の
で
あ
る
。
、正
義
公
道
に
背
反
し
、
米
国
の
凋
立
宣
言
の
精
碑
を
躁
晒
す

る
加
州
土
地
法

に
謝
し
て
す
ぢ
、
甚
し
き
非
難
攻
撃
が
な
い
の
で
あ
る
。
今
日
の
急
務
は
、
何
よ
b
も
先
づ
ブ
イ
ー
ラ
ン
等
の
排

日
振
に
封
抗
し
、
米
國
人
に
我
国
に
關
す
る
正
當
な
る
理
解
を
與
ふ

べ
く
、
彼
等
を
敏
有
す
る
こ
ε
に
あ
る
。
云

ふ
迄
も
な
一
、
此
事
π
る
決
し
て
容
易

で
な

い
。
排
日
を
職
業
ど
す

る
多
撒
の
米
国
人
を
相
手

ε
し
て
職
ふ
こ
だ

時

論

米
圃
の
.排
日
問
題

第
十
三
巻

(第
六
號

一
〇
ご

八
八
三

＼

「



時

論

来
園
の
排
11
問
題

第
+
三
拳

(第
六
號

「
〇
二
)

八
八
四

は
非
常

の
難

事
で
あ

っ
て
、

中

々
成
功

を
期

し
難

い
が
、

兎

に
角
在
米

日
本
人

の
爲

め
、

更
.に

日
米

親
善

の
爲

め
、
五
口
々
は
最
善
を
譲
…
さ
ね
ば
な
ら

阻
。

此

の
目
的

を
達
す

る
爲

め
に
は
、米

国
少
(

ε
も

加
州

に
於
て
正

し
き
輿
論

を
喚

起
す

る
が
矯

め
、
美
女

の
刊

行

物

の
鞍
刊

が
必
要

で
あ

る
。
交

換
敏
換
も
無
益

で
な

い
や
う

で
あ

る
。
更

に
叉
米
国

の
新

聞
雑
誌

に
、
我
国

に
有

利
な

る
記
事

を
掲
げ

し
む

る
こ
ξ
は
困
難

で
あ

る
こ

し
て
も
、
少

く
ど
も
不

利
な

る
記
事
を
掲

げ

し
め

兎
工
夫

が

あ

っ
て
欲

し

い
。
職

業
的
宣
傳

者
も
な
け
ら

ね
ば
な

山
ま

い
。

一
般
日
本
人

も
稠
人

打
々
、
凡

ゆ

る
機

會
を
捉

へ

て
、
米

国
人

に
接
近

し
、
排

日
緩
和

の
矯

め
努
力

せ

ね
ば
な
ら

ぬ
。

然

る
所

、
今

日
英

語

に
堪
能
な

る
者

が
極

め

て
少
く
、
言
語

の
不
自
由

は
砂

か
ら
す
日
米

人
間

の
意

思
疏

通
を

妨
げ

る
や
う

で
あ

る
が
、
現
状
を
政

む

る
に
は
、

今
後
米
国

に
多
敬

留
畢

生
を
派
遣
す

る

こ
巴
が

一
策

で
あ

る
ε
者

へ
る
。

私
は

、
中
學
漁

業
生
中

よ
り
、撃

力
優

秀

な

る
巻

を

選
抜

し
、之

を
支
部
省

留
畢
生

ε
し

て
、
米
眉

に
派
遣
す

る

こ
ε
に
し
た

い
ご
考

へ
て
る
る
が
、
此

の
問
題
は
暫

く
措

き
、
私
費

留
畢
生

を
今
日
以
上

に
自
由

に
渡
米
し
得

る

や
う

に
す

る

こ
ざ
は
、
日
米
關
係

の
將

家

の
爲
め
極

あ
て
必
要

で
あ

る

ビ
信

ず

る
。

タ

フ
ト
氏

も
此

の
必
要
を
認

め
、
現
在

よ
り
も
優

秀
な

る
留
畢

生
を
多
く
出

す
こ

ε
に

つ
い
て
希
望

を
述

べ
た

か
ら

、
私

は
氏

に
黝

し
.
趣
旨

に

は
大
賛
成

で
あ

る
が

、
我
が
外

務
、省

は
、

私
費

留

畢
生
が
渡
米

後
労
働
者

ε
な
り

、
紳
士
協
約
違

反

の
非

難

を

生
す

る
虞

あ

る
を
懸

念

し
て
、
、
現
在
容
易

に
私
費
留

畢
生

の
渡
米
を
許

愚
隙

か
ら
、
蛮
行
頗

る
困
難

で
あ

る
こ
ε

を
告
げ

て
置

い
た
。
然

る
ご

こ
ろ
、
米

國
は

目
下
臨

時
移
民

法
に
依

り
、
欧

洲
.移
民

の
入
園
を

大
に
制
限
す

る
け

重



れ
ご
も
、
米
国
に
留
學
せ
ん
ε
す

る
外
國
畢
生

に
濁
し
て
は
、
米
国
に
入
園
を
許
す
移
民
の
数
に
關
す
る
制
限
を

適
用
せ
す
、
鋼
外
開
係
土
外
国
留
畢
生
を
歓
迎
す

る
有
様
で
あ
る
か
ら
、
我
が
政
府
が
私
費
留
畢
生
窪
し
て
渡
米

す
る
者
の
取
締
を
從
來
よ
り
も
幾
分
寛
大
に
す

る
こ
ε
に
聞
し
、
米
国
政
府
の
諒
解
を
得
る
こ
ε
は
、
必
ず
し
も

難
事
で
あ
る
ま

い
。
私
は
我

が
敵
府
が
現
在
の
如
く
過
度
の
遽
慮
を
な
さ
す
、
日
米
親
善

の
爲
め
に
、
渡
米
畢
生

の
増
加
を
工
夫
せ
ん
こ
ご
を
希
望
す
る
。

夏

に
私
の
希
望
す
る
所
は
、
米
国
の
成

る
程
度
以
L⊥
の
學
校
を
卒
業
し
て
内
地
に
踊
り
、
我
が
専
門
學
校
等
に

入
學

ぜ
ん
ご
す
る
者
の
便
宜

の
爲
め
、
両
者
の
間
に
連
絡
を
設
く
る
こ
ε
に
あ
る
。
斯
く
し
て
英
語

に
堪
能
な
る

者
に
我
が
高
専
激
育
を
受
け
る
機
曾
を
與

ふ
る
こ
ε
は
、
米
国
生
れ
の
日
本
人
に
し
て
、
其

の
父
兄
の
都
合
上
路

鼠
す
る
者

の
個
人
的
利
益
ε
な
る
許
b
で
な
く
、
將
來
の
日
氷
関
係
の
矯
め
、
更
に
進
ん
で
は
、
今
後
日
本
人
が

世
界
的
に
活
動
す

る
矯
め
に
も
有
益
で
あ
ら
う
。

卸
.

(

野
栄
宣
傳
の
必
要
に
關
し
て
は
恐
く
異
議
が
め
る
ま

い
が
、
今
日

に
至
る
ま
で
殆
ん
ご
具
膿
化
し
て
み
な
い
。

然
る
に
移
民
問
題
は
盗

々
悪
化
し
、

一
段
日
米
關
係
は
年

一
年
険
悪

さ
な
り

っ
玉
あ
る
の
で
あ
る
。
此
儘
に
進
み
.

行
か
ば
、
日
米
關
係
の
將
來
は
實

に
思
ひ
邉
ら
れ
る
が
、
日
米
戦
争
を
避
け
る
に
は
、
国
力
不
相
懸
な
る
大
海
軍

を
設
け
る
よ
り
も
、
我
国
の
封
外
敵
策
を
根
本
的
に
改

め
る
ε
同
時
に
、
毎
年

の
海
軍
費
の
僅
か
千
分
の

[
位
の

金
を
対
米
宣
傳

の
目
的
に
使
用
す

る
方
が
、
遙
に
有
数
で
あ
ら
う
。

、

時

論

米
国
の
排
日
問
題
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三
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